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専門部会の進め方について 
 
 山本作兵衛氏の炭坑の記録画並びに記録文書の保存・活用等検討委員会専門部会（以下

「専門部会」という。）については、次のとおり作業を進めることとし、適宜、山本作兵衛

氏の炭坑の記録画並びに記録文書の保存・活用等検討委員会（以下「検討委員会」という。）

に作業状況等を報告し、検討委員会の意見を踏まえながら、検討報告書及び各計画書（案）

を作成する。 
 
１ 現状把握、専門部会の運営方法等の検討（第１回会議） 
 ⑴ 現状把握 
 ⑵ 運営方法の検討 
 ⑶ 運営スケジュールの検討 
 ⑷ 計画書の策定方針の検討 
 
２ 課題・取組の検討（第２回会議以降） 
 ⑴ 現状から課題を洗い出したうえで整理し、課題を解決するための方策を検討する。 
 ⑵ 課題並びに解決の方策を踏まえたうえで計画内容を検討する。 

部  会  名 策定する計画（仮称） 
保 存 調 査 検 討 部 会 山本作兵衛氏の炭坑記録画等保存計画 
活 用 調 査 検 討 部 会 山本作兵衛氏の炭坑記録画等活用計画 

受入環境調査検討部会 
世界記憶遺産登録に係る受入環境整備計画 
（田川市石炭記念公園整備基本計画を含む） 

記 念 式 典 検 討 部 会 世界記憶遺産登録記念式典開催計画 
 
３ 専門部会の進め方図 

現状把握 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

他地域の事例研究

課題の整理 

課題解決に向けた方策検討 今後の取組に関する計画内容の検討 

検討結果報告書 計画書（案） 

市民意見の聴取 

計画書の作成 

専門部会運営の枠組みの検討 

 
４ 専門部会の作業完了の目途 
  平成２４年３月を目途とするが、それまでに完了させることが困難な場合は、平成  

２４年３月末までに中間報告を行った上で、平成２４年度以降、引き続き検討、作業を

行った上で完了させるなど柔軟に対応するものとする。 


